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イ ン ド社 会 と カ ー ス ト制 度

二 木 敏 篤

〔は じめ に〕 その 名前 ほ どには 知 られ ざ る国の一 つ に イ ン ドが ある 。それ で も

カース ト制 度 の存 在 は仏教 を通 じて早 くか らわ が国 に知 られ て い た。 だが その 内

容 の理 解 度 とな る と問題 で あ る。旅行 を通 じて観察 に留 意 し て きた が単 な る旅 行

者 で あ る私 には殆 ん ど収獲 は え られ なか った。 しか しホテ ルや 列 車 内 で 、床 の 清

掃 を ベ ァ ラー(給 仕)に 頼 ん で も、 自分 では せ ず に必 ず ス イ ーパ ー(掃 除夫)を 呼

びつ け て させ る。 庭 の清 掃 は また 別 で 更に 下層 カー ス トであ るマ ー リー(庭 師)

の担 当 となる。 よ くみ かけ た青 空床 屋 は ナー イ、洗 濯 屋 は ドー ビー とい って 汚れ

を扱 うた め に下層 カース トとな ってい る。 ど こで もみ か け た茶 店 の カ ップは共 用

さ れぬ よ うに素焼 きで 、一 人が飲 む毎 に叩 き割 る とい っ た こ とに もカー ス トの 慣

習 が生 きて い る。村 はずれ に小 さ な泥 の家 屋 が密集 してい れ ば きま って不 可触 賤

民 の住 居 で あ る、 とい っ た ことに ヵ一ス トの 一面 を知 りえた にす ぎなか った 。

〔カー ス トの 起源〕 カー ス トCasteと は、ポル トガル語 のCasta(種 族 の意)、

そ の語 源 が ラテ ン語 のCastus(血 の純 潔)に 由来 す る英 語 で ある ことは 周 知 の事

実 で あ る。BC17世 紀 頃 、 イ ン ドへ侵 入 した アー リァ人 が イン ダス文 明 の担 い

手 で もあっ た原 住民 を次第 に征 服 し、Punjabか ら東進 してBC6・7世 紀 には 、

ganga・yamUna両 河地 域 に 定住 して農 耕 集落 を形 成 して い く。 この 過程 で彼

らの残 した最 古 の文 献 が"リ グ ・ヴ ェー ダ"で あ る。

「ダ ー サの色(黒 色 の 原 住民)を 屈 服せ しめ 、消滅 せ し めた る彼 、勝 ち誇 る

賭 博 者 の ご と く、勝 利 を博 して 、賭 物 た る部 外者 の豊 か な る財 産 を収 得 した る

彼 …(リ グ ・ ヴェー ダ讃 歌 イ ン ドラの歌2・12)」

こ の ダ ーサllasaあ るい は ダ スユDasyuと い うの が ア ー リァ人 に征復 され た

原 住 民 の こ とで・e膚 の ア ー リア岑 に たい して ダー サの それ は黒 色 で あ り、

集 団 でア ー リア 人の共 同所 有 とな った 。 ダ7サ は 南 イ ン ドに現 住す る ドラヴ ィダ

族 とみ られ 、、両者 の 色 の差 、 ヴァル ナ(色 、Varna)が 一 般 に 私 た ちが考 え て い る

カー ス トの イ ン ド名 で あ る。 す な わ ち、 ア ー リア人 で成 員権 の あ る ブ ラーマ ン

(祭 官階 級)、 ク シア トラ(王 族 階級)、 グイシ ュ(庶 民 階 級)の3ヴ ァル ナに たい

し、最 下層 に あ って成 員権 な く、上 層3ヴ アル ナに 奉仕 す る義 務 を もった ダ ー サ

が シュ ー ドラ(奴 婢階 級)と な った 。



46

「彼(原 人)の 口は ブ ラー フマ ナな り き。 両腕 は ラー ジ ャニア(王 族 武 人階

級)と なさ れ た り。 彼の 両 腿は す な わ ち ヴ ァイシァ な り。両足 よ りシ ュ ー ドラ

生 じた り 。(ブ ル シァ の歌)」

これ は"リ グ 。ヴ ェー ダ"の うち最 も新 しい 時代 に属す る部 分 でBC500年 頃

にあた る もの と推定 され 、4ヴ ァル ナが は じめて列 挙 され た もの として 重要 であ

る。少 くと もこの 頃 に カー ス トは何 らか の形 で存在 してい た こ とを示 す が 、そ の

起 源 に つい ては 、Punjal時 代 に、 す で に職 能 に よ る手工 業 に分業 がお こ り、そ

れ を庇 護 す る戦 士階 級 が あ った と して ヵ 一ス トの萠芽 を認 める説 が あれば 、Gan-

g3流 域 に定 住 し、部族 社 会 の うえ に ラー ジ ァ(王)が 支 配 権 を もつ。 し か し決 定

的 な力 な く、 プ ラー マ ンの援 助 をか りて ヴァイ シア ・ス ー ドラを抑 え て い く過 程

で カース ト制 度 が 形成 され てい った とみ る説 もあ る 。そ して祭 式 、供 儀 を重ん ず

るバ ラモ ン教 の教義 が複雑 化 ナ るな かで祭 司 と して の ブ ラーマ ンが特 別 な社 会 的

地 位 をえ て 閉鎖 的 身分 制 度 を確立 してい った 。BC200年 か らAD200年 の 間 に

つ くられた"マ ヌの法 典"は 法律 、 宗教 、道 徳 、 習慣 を含 む宗教 聖典 で 、 ブ ラー

zン の特権 と社 会 的優越 性 を法 文 化 した もの であ る。

しか し、 カー ス トの起源 に は定説 な く論 義 あ る とこ ろな の で この問題 に澡 入 り

は 避 け るが 、 と もか くそ の起 源 が 古 い時 代 に遡 り うる こと'は確 か であ る。そ こで

の カ ース トとは、"マ ヌの法典"に 初 見 す る ヴァル チ(四 姓)制 度 で あ り、 この ヴ

ァ ノしナの他 に ア ウ トカース トと して の不 可触 賤 民 を加 えて5つ の階 級 区 分 を カー

ス トの す べ て と考 え るとず れ ばそ れは誤 りで あ る 。こ の意 味 で現 存 す る カー ス ト

制 度 は 、バ ラモ ンが一 つの階 層 と して優 越 した意 識 を もって 存在 す るの と不 可触

賤 民 が最 下層 階 級 を構 成 す るほ かは 不 明確 で あ り、4ヴ ァル ナ区分 を虚 構 と主張

ず る説 す ら ある。1

つ ま り、 イ ン ドにお・け る カー ス ト制 度 とは サ ブ ・カー ス トとし ての ジ ャ ーテ ィ

Jatiを 指 す の で あ って 、 ヴ ァル ナ とは 異 質 の 多 くの ジ ャ冑 テ ィ集団 が現 実 に職

業 や祭 式 、裁判 か ら日常生 活全 般 に わ た って規 制 して いるの であ る。1931年 セ

ン サ スでは800の ジャー テ ィが数 え られ、更 に2000、3000と もい わ れ 、そ の

と りあげ 方 に よっては 無 数 に存 在す る乏 もい え る 。'

BC290年 頃 、Syria王Seleukos1世 の 使 節 として 訪 印 した ギ リシ ア人

Megasthenesば"イ ン ド誌(TaIndika)4巻"の なか で7種 の カース ト集

団 をあげ て いる が 、そ こ に ジ ャーテ ィが 示 さ れ て澄 り、 カー ス ト固有 の 職業 以外

に 就業 で きぬ こ と を記 して い る6BC6～All2世 紀 に形 成1され た とみ られ る ジ

ャーテ ィ と ヴ ァル ナ との 二 重構造 が カー ス ト制 度 の理 解 を困 難 に してい る 。
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〔カー ス トの特 質〕 ヵ 一ス トの 基本 的概 念 構成 は 次の2点 とみ るこ とが で きる。

① 因 果応 報.1

② 浄 ・不浄 の観念.1

前者 は前 世 の生 き方 の応報 とし各 カー ス トに 出生 し、 優越 者 に服従 す る こ とで

来 世 に 高 レ・地 位(ヵ 一ス,ト)を 得 られ る 、つ ま り生得 的 に属 す る カース トが決 定

されて いる。後 者 は低 い 階 層ほ ど汚 れ が大 きい 。生物 死 体 ・排 濯 物 処理 な どに携

わ る職業 は不浄 で ある 。洗 濯屋DhobLは 汚 物 を扱 うた めに下 層 カース トとな る。

こ の よ う、に職業 に基 づ く不 浄観 と、儀 式序列 、食 習慣 な ど生 活慣 習 に よる不浄 観

が併存 す る。下層 の者 に接 触す れば 汚 れ るの で浄 め の儀 式 に よ って 汚れ を仏わ ね

ば な らない 。

ヵ一 ス トの特 質 と しては

① 内婚 制

② 職業 の世 襲 と差 別

③ 共餐

の3点 があげ られ る。④ は 同一 カー スh以 外 とは 結 婚せ ぬ こ と.であ り、 これ は厳

守 され る 。 しか も近 親結 婚 を避 け る ため、 血 縁 関係 は もち ろん 、伝 説 的 な ヵ一 ス

ト成立 に ま で遡 って結 婚対 象 を除外 す る こと もあ る 。映 画 主題 に異 な る ヵ一 ス ト

成 員 の悲恋 物 語 が多 く、学 校 では 男女 が隔 離 され て い るの もそ の た めで あ る。

② は 職 業 が 世襲 され 、それ ぞれ の職 業 は各 カー ス トが独 占 し、原 則 として転業 で

きぬ 。 しか も、職業 には上 下 の 序列 が あ り、同 一職 種 で も出身 、 系譜 で序列 が定

ま って い る 。 一 般 に は農 耕 カー ス ト(地 主 ・富 農 ・ 自作 農)に つ ぎ職人、 商 人そ

して 最 下層 に小作 農 、農 業 労働 者 、 サ ー ビス 関係 の職 業 が くる。 非 農業 カ ース ト

は農 業 に従 事 で きるほ か 、 カー ス トのな い新 し い職業 に転ず る とい っ た ある種 の

柔 軟 性 が あ る。尚 、職 業世 襲 は サ ー ビス相 手(顧 客)の 世 襲 を含 み 、 これ も変 更

す る ことは許 されな い 。客 も先祖 伝 来 の取 引 相手 を固守 せ ね ば な ちな い。③ は 食

事 規則 が細 か く定 め られ 、共 同食 卓 で食 事 で きるの は同 一 カース ト内 であ り、 上

層 カー ス トは 下 の者 か ら食 物や飲 水 は 絶対 に うけ と らぬ 。 か っては バ ラモ ンは バ

ラモ ンの レス トランの み で食 事 す る とい った区 別 す らあ ρた 。1920年 の大 飢饉

の さい 、 イ ギ リス政庁 の食 堂解 放 に集 ま った餓 死 寸 前 の民衆 が 、料 理人 、食 卓 で

の カー ス ト戒 律 遵 守 を要求 し、 それ が容 れ られ て始 めて食 物 を口 に した とい うが、

この一 事 に も、 これ を如何 に重 くみ るか がわ か る の であ る。

〔Mohana村 の カー ス ト構成〕 具体 例 とし て、Lucknow近 郊8マ イル の

Mohana村(仮 名)を 調 査 したLucknow大 学 のMajumdarの 報 告 を 引用 して

(註1)
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み よ う。階 層 構 成 を第1表 に 示 した が 、全 村15の カー ス ト(一 般 の村 で は10～

30の カー ス トか らな る)は 上 ・中 ・下 層 の3グ ル ー プに分 け られ 、上段 ほ ど序列

第1表Mohana村 の カーxト ヒエラルキー

上 層 カースト Brahmin(僧 侶)Thakur(農 業)

中

層

力
ー
ス

ト

(ll
Ahir(酪 農)Kurrni(農 業)

Gadaria(農 業)

(II)
Lohar(鍜 治 屋)Barhai(大 工)

Kumhar(壷 つ くり)

偲)
Nai(床 屋)Kathik(踊 手)

Kalwar(商 業)

下 層 か晩スト

Pasi(雑 役)㍗Dhobi(洗 濯 屋)

Chamar(皮 職 人)

Bhaksor(か ご つ くり)

は 高 い。下 層 の4カ ー ス

トは 不 可触 賤民 で、122

世 帯 の うち59世 帯 を 占

めて いる 。 この序 列 を ヴ

ァル ナ では 分類 で きず 、

共 餐 、食 物 や飲 水 の うけ

と り方 、集 会 の座 席 位置

や挨 拶 の 仕 方 な ど に示 さ

れ る カー ス トの優 劣 の 見

地 か らは じめ て階 層 区分

が 明確 とな る。

村 の 支 配 カ ー ス トはThakurと 呼ば れ る農 業 カース トで、全 村 の4割 以 上 の土

地 を所 有 し経 済 面で実 権 を握 ってい る 。 そ れは 、18世 紀 中葉 の ム ガー ル帝 国 衰

退 期 に、 この地 方 に発 生 した反 乱征 討 に 派遣 されたChauhanThakurが52ケ

村 鎮 圧 に成 功 、そ の ま 丶同地 に留 ま り、 支配 者 とな る。 彼 の死 後 、3兄 弟 に支配

地 は分 割 され 、そ の うち 次 男に 分与 され たの がIVIohana村 を含 む12ケ 村 で あっ

た とい う。 カー ス トに よ り衣 服 ・所 持 品 ま で規制 が あ る。 と くに動 物死 体 処 理 を

うけ もつChamarは 上 層 カー ス トの 身体 や 所 持 品 に触 れ る こ とは も ちろ ん、 そ

の影 さ え汚 れ る とさ れ る。独 立 間 もなIn1949年 頃 に村 の カ ー・ス ト秩 序 打 破 を意

図す る事 件 が生 じた 。 それ はPasiカ ー ス トが カー ス ト会 議 で 、今 後Brahmin

以外 か ら食事 を受 け取 らぬ と決 議 した。 これはBrahminの 他は 上 位 として認 め

ぬ こ とを意 味す る。早 速Thakurは 集 会 で今 後Thakurの 土地 への家畜放 牧 禁 止

の ほ か あ らゆ る方法 を講 じでPasiボ イ コ ットを決 め る。 更 に他 カー ス トに も命

じてPasiへ の 一 切の サー ビスを禁 止 した 。ThakurはPasiに 無償 で貸 与 して

いた土 地 も取'りあげ る手 段 に で たた め、 彼 らは警 察 に訴 え た 。警察 では 合 法 と し

て と りあげず 遂 にPasiは 分裂 し間 もな くThakufに 屈 伏 して地 位 向上 の 試 み は

水 泡 に帰 した の で ある。

土 地 所 有 に も示 され る通 り、 カー ス トヒエ ラル キ ーと経 済 力 がほ 讐相 関 す る こ

と のな かに差 別 が維 持 され る大 きな理 由 が あ る。Mohana村 では15の うち14

カース トが 土地 所有、 あ るい はThakurか ら も借地 して農 耕 を行 な ってい る。

そ れ は世 襲職 業 だ け で生 計維 持 が困 難 なため で、世 襲職 業 だけで暮 すのはBarhai
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で2戸 、Kumharの1戸 、Chamar4戸 にす ぎない。 女 子 は下 層 に な るに つ れ

て労 働 力 と して期 待 され るよ うに な る。Thakur,Kathikが 各1戸 、商 店 を経

営 す るほ か 、9名 の都 市通 勤 者 が で て澄 り、最 近の 経済 的 変動 の なか で カー ス ト

構 成 に変 化 を生 じて い るが 、農業 へ の 依 存度 は かえ って たか ま っ てい る よ うであ

る。

ヵ一 ス トヒエ ラル キーは居 住 形態 に も示 され る。Brahmin,Thakurは 南部

の最 良 の地 に一 画 を なす ほ か人 数 の多 い各 カー ス トはそ れ ぞれ 居 住 区 を構 成 し、

下層 カース トは村 の片 隅 、 あ る いは村 は ず れ の地 に 彼 らだけ で住 ん でい る 。

各 カース トは職業 上 の倫 理 規 範 、礼 儀 、結 束 強化 のた め村 を こえ た カー ス ト会

議(パ ン チ ヤー ト)を もち、不 法 な結婚 ・性 的 交渉 、家 族 の 紛争 、土 地 争 い、そ の

他 ヵ一 ス トの 名誉 を傷 つ け る よ うな事 件 に関 与 し、 裁判 を含 む制 裁機 関 の 役 割 を

果 して い る。Gujarat141の モニ ド・バ ニ ア カース ト(バ ニ ア とは商 人 カー ス ト)

で あったMahatmaGandhiが イギ リス 留学 を決 意 した と き も、 彼 の属 す る ヵ

一 ス トの総 会 が開 か れた
。 そ の意 志 は あ くま で も固か っ たの で 「カース トの 意 見

に よ る と、 イギ リス に行 きた い とい う君 の 申し 出は妥 当 を欠 い てい る。 わ れ われ

の 宗教 は 、海の 旅 を禁 じて い る。 わ れわ れ は ま た、 われ われ の宗 教 を汚 さ な い で、

か の地 で生活 してい くわけ には いか な い とい うこ と も聞 い てい る 。 ヨ ー ロ ッパ人

とい っしょに飲 み 食 い し な くて はな らな い!」 厂こ こな る少 年 は 、本 日 よ りヵ一

ス トか ら追放 さ れた 者 として取 り扱 うもの とす る 。彼 に援 助 の手 を差 し伸 べ た者、

見送 り醸 止場絎 ・緒 は・韻1ル ピー4ア ンナの罰金醐 蘿翻 と決讃

れた 。カース ト追 放はm人 に とっては「死」をさえ意味 ず るので あ る。 カー ス トの範

囲 は 、Loharで60～70ケ 村、Chamarは5ケ 村 と一 定 してい ない 。 ま た 村

に ない職 業 の場 合 は他 村の 職 業 カー ス トがか け もつ の で ある。

〔不 可触 賤 民制〕 カー ス ト制 度 の最 大 の問題 点 は 不可 触賤 民 に差 別 が集 約 され

る こ とで ある ほ の鰭 貼 く・J・Neh「u
(舗 る と原 始仏 典 ジ ャー 勅(本 生

経)に 主 とし て死 体 処理 に携 わ った若 干 のチ ャンダ ー ラに 由来 す る とい うが 、彼

らは カー ス ト外 として扱 われ ヒ ンズ ー寺 院 へ の参 詣は 禁止 され 、伝 染 病 な ど の罹

病 率高 くそ の伝 染 を避 け るた め だ とは い え、一 般 人 の使用 す る井 戸 には 近 づ け な

い 。そ の世 襲職 業 は 、動 物 死体 処 理 に皮 革 品 製造 、 見張 り番 、清掃 夫 な ど雑 役 、

下 僕 に農 業労 働 者 が 多 く、都 市工業 労 働 者 も肉体労 働 、雑 役 な どの単 純労 働 が 中

心 で熟練技 術 を要 す るuQ門 には 採 用 され ない な ど差 別 は解 消 され て い な い。

断 食 を含 む あ らゆる手段 で彼 らの解 放 運 動 を推進 したM.Gandhiは ハ リジ ャ

vHarijan(神 の子 の意)の 名称 を与 え 、主 宰す る機 関 紙 も"ハ リジ ャ ン"と 改
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称 した ほ どで あ る。 尚、政 府 は"指 定 カースhScheduledCastes"の 用語 を使

用 して い る。

厂不 可触 賤民 制 は廃 止 され、 そ の よ うな慣行 は い か な る形式 であれ 禁止 され る。

不 可触 賤 民制 に起因 す る無能 力 を強 制 す る こ とは、 法律 に よh刑 罰 を科 し うる

犯 罪 とす る(憲 法第17条)。 」 と不可 触 賤民 制廃 止 が 明記 され 、

「市 民は 、単 に宗教 、 人 種 、 カー ス ト、性 、 出生地 の全 部 あ るい はそ の一 つ の

み を根 拠 と し、次 の点 に つ き、 無能 力 とされ 、 責任 を負 わ さ れ、制 限 を うけ 、

あ るい は条 件 を課 せ られる こ とは な い。m店 、公 共 用 食堂 、旅 館 、公 共 誤楽

場 への立 入 り、 あ るいは井 戸 、・貯水 池 、沐 浴 場 、道 路 及 び公 共保 養 地 で 、全額

あ るい は一 部 が国 家 の 資 金で維 持 さ れ てい る もの 、 あ るい は一 般 公共 用 に供 さ

れ る もの の使 用(憲 法 第15条)」 。

この よ うに 、憲 法 に差 別 廃 止 事 項 が14ケ 条 にわ た っ て規 定 され て い るほか に、

1955年 には"不 可触 賤 民法"が 制 定 され 、 不 可触 賤民 との 理 由 で上 記憲法 規定

項 目の ほか に礼 拝場 での礼 拝 、聖 な る池、井 戸 、泉 か ら取 水 す る ことを妨 害す る

者 を処 罰 す ると同 時に 、社 会 的 無能 力 の理 由 で 、公 立 病院 、 あ るいは教 育施 設 、

河 川 、水道 、火葬 場 、 衛 生施 設 、旅 人 休憩 所 な どの使 用 を拒 否 す る者 に6ケ 月以

内 の懲 役 あ るい は500ル ピー(約2.5万 円)以 内 の罰 金が課 せ られ る こと にな っ

た。 この こ とは 、 現実 にか か る差別 が存在 す る こ とを意味 して い るので あ る。政

府 は 、委 員会を 設置 し、各 種宣 伝手 段な どを通 じて積 極 的z差 別撤 廃 をは か って

い る。 その 先頭 にた つ のが 、父Nehruの 反 対 を押 し きっ て パ ー シー教 徒 のF.

Gahdhiと 結婚 したS・IndiraGandhi現 イン ド首 相 であ る。 下院LokSa-

bha521議 席 中77、 州議 員 も3563議 席 の うち503が 不 可触 賤 民 に割 り当 て

られ て い る。現 内閣 の食 糧農 業 相JagjivanRamは 不 可触 踐民 出身 者 で あ る。

未 開 拓地 の開墾 、子 供 の就 学奨 励 、家 屋 改善 、井 戸掘 さ くな どに 政府 資 金 を投 じ、

中央 政府 をは じめ官 庁 の一 定数 官 職 を彼 らに保 留 す る といっ た施 策 を とっ てい る。

し か し、実 施 には徹 底 を欠 き、生 活 向上 へ の実 効 は あが って い な い よ うで あ る。

そ の ため ヒ ンズ ー教 か ら仏 教 へ の集 団改 宗 者がMaharashtra州 を中心 に かな り

で て澄 り、1951年 センサスでは0.05%に す ぎな か っ・た仏 教 人 口の 比率 が61年

には300万 人 が増 加 して0.74%に 急 増 して い る。 日本 人僧侶 の熱心 な布教 に も

よ る が、と くに1955年 のBhmrasRamjiAmbedkar(不 可触 賤 民 出身)の

活躍 を忘 れ るこ とが で きな い。 尚、彼 こそは 全 印被 抑 圧階 級連 盟(All-India

DepressedαassesCongress)を ひ きいて 不 可触 賤 民 の地 位 向上 と法 律

改 善 に 献心 した 中心 人 物 で あ った。
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現 在 、 イン ド全 人 口の14.7%に あ た る6442万(1961年 セ ンサ ス)が 不可

触 賤民 で 、そ の分 布 に は かな りの地域 差 が あ るがGanga流 域 は 比較 的高 密 度 と

な って い る。

〔カー ス トの変 質〕 旅 行 中に 幾 度 か論 義 を よん だの は カー ス ト詞 度 の変 化 をど

の程 度 に評 価 す るか とい う点 に あっ たが 、一般 に イン ドイ ンテ リ層 では カ ース ト

意 識 の退 勢 を強 調 す る者 が多 か った よ うであ る。 この問題 はす でにK.Marxが

「鉄 道 制度 か ら生 ま れて くる近 代工 業 は 、世 襲 的 な分 業 を解 体 させ るであ ろ う。

そ して 、 この世 襲 的 な分業 は 、 イ ン ドの カー ス ト制 、 この イン ドの進 歩 と イ ン ド

の力とにたいして決定的鱆 害にな・ているものの土台で喩 」と自網 麗

済を基調とする村落共同体に基盤 をおいたカースト制度が、交通の発達 と、それ

にともなう近代工業の発展で自給経済体制の崩壊を招来することを述べているが、

この傾向は都市において著 しい。工業の発達は労働市場を拡大し自由雇用の機会

を増大させる。農村から都市へ、農業から工業労働老への労働力移動は カースh

を超える作用をなし、交通 ・通信 ・交易の発展がそれに拍車をかけている。農村

から都市への通勤者がもたらナ朝夕の駅の ラッシュも旅行中ではご くありふれた
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光 景 で あ っ た。 この影 響 は農 村 社会 に も波 及 しi都 市 工 業は 農 村手 工 業 を圧 倒 し

て世襲 職 業 は奪 われ てい く0貨 幣経済 の浸透 は カー ス トヒエ ラル キー を変動 させ

る要因 とな る。 これ は と くに中層 カース トに顕 著 で あ る。厳 重 に守 られ てい た共

餐 は 、工 場 、病 院 、学校 な どでは 実行 され な くな って い る。独 立後 施 行 され た土

地 改革 は実効 が あ が らなか った といわれ るが、 上層 カー ス トで あ る地 主 、冨農 の

特 権 は剰 奪 され 、そ の支 配 力 が 弱体化 した 点 も見逃 せ ない 。教育 の普 及 も変 動 の
(註5)

重 要要 因 で ある 。教育 機 関は原 則 と して カー ス トは平 等 に扱 われ 、 不可 触賤 民に

は奨学 金 まで だ して就学 率 を高 め る配慮 が払 わ れ てい る。 そ の うえ 、伝 統 的 な イ

ン ド人 社会 に 西 欧風 の 生活 様 式 が浸透 し て変化 を促進 させ る。上 層 カー ス トにそ

れ が著 し く、 か え って下 層 カース トは上 層 カー ス トの 生活 を 真似 る傾 向 が あ るよ

うで あ る。

しか し、変 動 を過 大 評価 す るの も正 当で は な い。 近代 工場 で さえ も、 力同 ス ト

内 の信用 を もた ぬ者 は 採用 されず 、採 用 に あ た って そ の 出身 カー ス トに 応 じて職

種 が限定 され る場 合 も多 い 。離村 して都 市 工業 労 働 者 とな って も カー ス トを離れ

る ことに 不安 が あ り、 近 代的 労働 力 へ の脱 皮 を困 難 に してい る。帰 省 のた め の長

期 欠勤 が工 業 経 営 に大 きな障 害 とな る例.もあ る。姓 名 が 出身 カー ス トをよ く示す
(註6)

場 合 も少な くない こ と も変 化 を妨げ てい る。 ま して 、農村 に 知 い ては 、そ の 変化

は緩 慢 であ り、 貧豊 の差 は容 易 に解 消され ず 、 複雑 な る カー ス ト秩 序 を根 抵 か ら

くつ が えす 程 の 著 しい変化 は認 め られ ない よ うで あ る。

(註1)D.M.Majumdar,CasteandGommunicationinthe

IndianVillage1958福 武直 編 イ ン ドの農 村社 会 構 造

ア ジ ア経 済研 究 所1962よ り引 用

(註2)蝋 山芳 郎 訳 ガ ン ジー 自叙 伝 世 界 の 名著63中 央公 論 社1967

(註3)辻 、飯 塚 、蝋 山 訳 ホ ネル ー イン ドの発 見 上 岩 波 書店3945

(註4)大 内、 細川 訳K.マ ル クス イ ギ リス の イ ン ド支配 の 将 来 の結 果

ML,全 集 第9巻 大 月書店1962

(註5)識 字 率 全 イン ド平 均24.0%(1961)。 教 育 は原 則 と して 州政 府 の責 任 。

初 等教 育(6～11オ)の 児 童数 は1950/511915万 人

1965/665120万 人 と増 加 してい る。

(註6)ボ ンkイ 繊 維労 働 者 の47%は 年1度 、18%は 年 に2度 、6%は 年3度

以 上 帰村 し てい る 。(イ ン ドの労 働 事情 、 ア ジァ経済 研 究 所)


